
補助233号線を中心とした、幹線道路の沿道にふさわしい土地利用の誘導による生活利便
性の向上や誰もが安全・安心に暮らせる災害に強い生活環境の形成、安全で快適な暮らしを
支える交通環境の形成を目指すとともに、みどり豊かで良好な住環境の維持を図ります。

練馬区

補助233号線沿道地区地区計画
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※区域外周部に区画道路がある箇所では、地区計画区域
が現在の道路端ではなく、区画道路端になります。
※区画道路端に接道している敷地については、区域外で
あっても地区計画の届出の対象となります。ただし、「建
築物等に関する事項」については、壁面の位置の制限
に関連する事項を除き適用されません。





こんな時、届出が必要となります

この地区計画の区域内で下の表に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」を行う必要があります。
「届出」は、工事着手の30日前かつ建築確認申請の時までに行ってください。
なお、下の表のような行為を行おうとする場合は、あらかじめ区にご相談ください。

届出を必要とする行為

（１）土地の区画形質の変更
切土・盛土、道路・宅地の造成、敷地の分割など
（開発許可が必要な場合を除く）

（２）建築物の建築・工作物の建設
建築物の新築・増改築、広告塔などの工作物の建設、門・塀
および擁壁の築造など

（３）建築物等の用途の変更
建築物等の使い途（用途）を変える
（地区整備計画において用途の制限が定められた区域に限る）

（４）建築物等の形態・色彩・意匠の変更
建築物等の色彩の変更、看板の設置および取替など

添付書類（縮尺）

区域図（1/1000以上）
設計図（1/100以上）

案内図（1/1500以上）
配置図（1/100以上）
立面図（1/100以上）２面以上

案内図（1/1500以上）
求積図（1/100以上）
配置図（1/100以上）
各階平面図（1/100以上）
立面図（1/100以上）２面以上
垣・さく配置図（1/100以上）
垣・さく断面図（1/20以上）

練馬区 都市整備部地区計画担当
電話：03-5984-1527（直通）

令和８年（2026年）3月

届出者が行う手続

届出から工事着手まで

事前相談

建築確認申請

建築確認済証交付

工事着手

完　了

地区計画の届出

計画の変更および変更の届出

届出の審査および指導等

地区計画に適合している

建築確認が必要な場合 建築確認が不要な場合

地区計画に適合していない

認定申請（注） （注）誘導容積に関する認定について

　補助233号線沿道地区（Ｂ地区、C
地区）においては、変更後の容積率（区
域の特性に応じた容積率）を使用する
場合、補助233号線の整備部分の状
況に応じて、交通上、安全上等の観点
から、建物ごとに誘導容積に関する認
定を取得することが必要となります。
認定を受けるための条件等について
は、担当までご確認下さい。
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※区域外周部に区画道路がある箇所では、地区計画区域
が現在の道路端ではなく、区画道路端になります。
※区画道路端に接道している敷地については、区域外で
あっても地区計画の届出の対象となります。ただし、「建
築物等に関する事項」については、壁面の位置の制限
に関連する事項を除き適用されません。

補助233号線沿道地区地区計画　計画図


